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「健康に影響ない」というが 

安倍内閣は居住制限区域、避難解除準備区

域を 2017年３月で解除する方針です。 

今の時点で解除が良いのか悪いのか考え

ろといわれても、避難者の立場からすれば事

情は複雑で混乱するだけです。だいたい低線

量による障害も分かりません。 

いかにも当然のように「影響がない」とい

う学者先生がいますが、まだ原発事故が起き

てから５年です。データーもないにも関わら

ず「大丈夫」「健康に影響はない」という判断

はあまりにも軽率で無責任ではないでしょ

うか。福島県の｢県民健康調査検討委員会｣の

発表（別掲）だけ見ても、｢健康への影響｣な

どは何年もたたないとわからないのです。 

 

｢放射線管理区域｣の基準を無視するのか 

避難解除に向けて４万㏃/㎡以上は放射線

管理区域であるという法律はどうなるので

しょうか。チェルノブイリでの放射線管理区

域は３.７万㏃/㎡で地上１ｍでの空間線量

は 0.13μ㏜となっています。  

解除しようとしている居住制限区域、避難

解除準備区域について多くは４万㏃/㎡以下

になっていないのが現状です。私たちの調査

ではほとんどの地域が民家の庭先で４万㏃/

㎡以上であることが明白になってきていま

す。高い所で 110万㏃となっています。 

私たちの生活圏内である里山となればま

だまだ線量が高くなるだろうと予測されま

す。 

 

これで法治国家なのか？ 

国民が法律を破ると国家は処罰する。それ

なら、法律を守るのは、国家の最低限の義務

ではないでしょうか。 

 

●日本では、一般人は 1年間に 1ミリシー

ベルト以上の被曝をしてはいけないし、させ

てはいけないという法律がある。 

●放射線管理区域から、1 ㎡あたり 4 万ベ

クレルを超えて放射能で汚れたものを管理

区域外に持ち出してはならないという法律

もある。 

 

日本は本当に法治国家と言えるのかと疑

問です。 

私たちは解除するなと言っているわけで

はありません。解除するならば、住民の命と

健康を第一に考え法律にもとづいた安全な

状態をまず達成してほしいだけです。 

 

 
 相双の会 
原発事故被害者 

連絡先 

國分富夫（会長） 

住所 

〒975-0017 

南相馬市原町区牛越字遠藤 88-3 

電話 090（2364）3613 

メール kokubunpi-su@hotmail.co.jp 

事務局 

鈴木宏孝 090-2909-6133（浪江） 

関根憲一 090-4889-3726（富岡） 

板倉好幸 090-9534-5657（南相馬） 
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山ほどある「避難解除」への疑問 
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統計によれば０～18 歳の甲状腺がんは多

くて年間 100万人に３人です。 

しかし福島県の先行検査（原発事故後 2011

～2014 年に一巡目として実施）では、｢がん

または疑いあり｣とされた人は、事故当時０

歳から 18 歳であった対象者 30 万人当たり

115 人いました。これだけでも他県と比べて

多いのではないかという専門家の声がたく

さんあがっていました。 

さらに、今年２月 15 日に開かれた福島県

の県民健康調査検討委員会で、また甲状腺が

んの増加が報告されました。同じ対象者で

2015 年に実施した２巡目に当たる本格検査

23 万 6595 人の結果が確定し、甲状腺がん又

はその疑いがある者は新たに 51 人（内男 21

人、女 30人）と発表されました。内 16人が

すでに手術を受け、全員が乳頭がん（甲状腺

がん）でした。 

1巡目と合わせると「がんまたは疑いあり」

の数は計 166人になりました。 

51 人のうち 47 人は１巡目の検査で「異常

がない」とされた A1ないし A2判定（他の２

人は B判定）であり、２～３年間で識別でき

るレベルのがんに進行したことになります。 

専門家は、事故とがんの多発の関係は、時

間をかけないとはっきり言えないと指摘し

てきました。その通りになっています。あと

数年たつとどういう結果が出るか、本当に心

配です。

 

30年間も『放射性廃棄物施設』に反対運動 

 

原発事故の放射性廃棄物の最終処分場を

どうするか、大問題になっています。福島原

発事故より 30 年も前から北海道幌延町では

「高レベル放射性廃棄物施設」反対運動が続

けられてきました。そして住民・自治体の強

い反対で白紙撤回されましたが、1999年に核

燃料サイクル開発機構の「深地層研究開発」

施設の建設を道が強引に認めてしまいまし

た。しかし住民の反対に配慮して「核のゴミ

はもちこまない」｢20年程度｣等の条件付きで

した。 

ところが政府が、福島原発事故で発生した

廃棄物の｢最終処分場｣を｢国主導｣で 16年度 

 

中に提示するとしたのに呼応するように、幌

延の施設（その中には巨大な深い穴もある）

を延長する動きも出てきました。 

改めて住民は「20年程度で廃止、穴は埋め

戻す」と「最終処分場の選定をさせない、」よ

う道に求めています。 

 

日本で「最終処分」などできるのか 

その中心になっている「高レベル放射性廃

棄物施設誘致反対稚内市民の会」から、福島

の被害の話を聞きたいとのことで、お招きを

頂き稚内に行ってきました。今冬は雪が少な

いと言っても一面真っ白でした。天気に恵ま

れ素晴らしい風景、特に稚内から見た礼文島

の雪景色と利尻富士には魅せられてしまい

悪性ないし悪性疑い 166人と福島県発表 

―もう「原発事故の影響とは考えにくい」とは言えない 

 

どこでも放射能の危険におびえています 
－北海道幌延を訪ねて 
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ました。 

30 年も前から原発が発生させる廃棄物の

持ち込みに闘ってきた人がいる事が勉強に

なりました。兵庫県から移住してきた久世さ

んは、仲間と福島被災地の子どもを春休み、

夏休みに受け入れている事に感銘しました。 

幌延町の「深地層研究施設」では 2013年２

月に、地下 350ｍの坑道内で火災・爆発の危

険があるメタンガスの濃度が上昇し、作業員

が避難。地下水も大量の増水となり地下深く

なればなるほど軟弱な地層になるのではな

いかと懸念されています。 

こんなところで放射性廃棄物処分など出

来るわけありません。私達福島の住民だけで

なく、日本中で放射能の危険におびえていま

す。そもそも狭い日本で原発を稼働させるこ

とが間違っているのです。                                 

（國分富夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ避難指示解除をいそぐのか 

東京新聞は小高区にある｢相双の会｣会長

の國分富夫宅に連日訪問し熱心に取材して

くれた。そして３月９日付けの「こちら特捜

部」で見開き２面分使って、実情を報じた。 

避難している女性五人の声をこう報じて

いる。 

「衣料品店を営んでいた志賀貞子さん（71）

も戻らないと決め、来月、原町区の災害公営

住宅に入る。娘夫婦が震災後、東京に移転し

一人暮らし。『病人も商店もない。とても生活

できない』と判断した。 

『亡き夫が残してくれた土地を守りたい』

という思いから、５人の中で唯一戻ることを

決めた馬場ノブ子さん（77）も不安は大きい。

将来の家賃補助打切りなどを見越して、帰還

を決めたが『放射能への怖さも半分はある。

喜んで帰る気分になれない』と語った。市民

の間には、避難指示の解除を急ぐ政府への不

満が高まっている。 

 

安倍首相に直談判 

『除染は終わっていない、解除は早すぎ

る』。市内で避難生活を送る小高区の松本裏

原発事故５年―東京新聞が小高の声を報道 

↓ 

北
海
道
幌
延
町
の
「
深
地
層
研
究
施
設
」 
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子さん（75）は五日、JR小高駅を視察に訪れ

た安倍首相に直談判した。隣の女性も『小さ

い子がいる。学校の周りに黒い袋が沢山ある。

（フレコンパック）見てください。帰るのは

不安』と必死に伝えた。だが首相は『頑張り

ます』と繰り返し、次の視察先に向かった。 

『この日のためにきれいに掃除した駅だ

け見ても、小高の現状はわかるわけない』と

松本さん。時々自宅に帰り、チューリップな

どの花を植えている。『震災から５年は永い

よねえ。人生が狂ってしまった。帰りたいけ

れど帰れない。せめて町を明るくできれば』」。 

 

 

東京電力福島第一原発事故の被害者約３９００人が参加する「生業（なりわい）を返せ！地

域を返せ！」福島原発訴訟（生業訴訟）の裁判で、福島地方裁判所は３月１７日に、避難指示

区域内の原告宅の現地検証を実施した。 

裁判所による現地検証は、原告側が、長期かつ大規模な原発事故の被害を「五感で感じても

らうため」に求め続け、実現にこぎつけたもの。被告の国と東電は、一部の原告の状況を見て

も全体を代表するものとはいえない、現場に行かなくても映像や各種報道で確認は可能なので

現場検証は不要などと主張していた。  

現場検証には福島地裁の金沢秀樹裁判長、西村康夫、田屋茂樹両裁判官のほか、被告の国と

東電から２６人の弁護士などが同行。浪江町の居住制限区域にある佐藤貞利さんの自宅と畜

舎、双葉町の帰還困難区域にある福田祐司さんの自宅、富岡町の居住制限区域にある女性宅の

３か所を訪れ、本人や原告代理人から現状の説明を受けた。 

「相双の会｣からも大勢の原告が参加している、『原発避難者訴訟』裁判でも、福島地裁いわ

き支部の裁判官に対し、再三被災地の現場検証を求めてきた。しかしかたくなに拒否されてき

た。これを機にあらためて強く要請していくことになろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相双の会」会報に ご意見を 

  

是非ご投稿をいただき「声」として会報に載せたいと考えています。 

匿名でもけっこうです。 

電話 090（2364）3613 メール（國分）kokubunpi-su@hotmail.co.jp 

 

カンパ（通信費）のおねがい 

 

本会報の作成・発送費などは皆さまのカンパで支えられています。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

福島地裁、原告宅の現場検証実施実現 

―いわき支部にも求める 


